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一
に
つ
い
て 

人
口
密
集
地
域
で
あ
り
、
簡
易
宿
所
が
密
集
す
る
地
域
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
国
的
に
見
て
も
い
わ
ゆ
る
ホ
ー
ム

レ
ス
の
数
が
多
い
地
域
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
東
京
都
（
特
別
区
の
区
域
に
限
る
。
）
、
川
崎
市
、
横
浜
市
、
名
古
屋
市
及 

 
 

び
大
阪
市
に
お
け
る
野
宿
生
活
者
等
の
数
に
つ
い
て
各
地
方
公
共
団
体
に
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体

で
「
野
宿
生
活
者
」
、
「
屋
外
生
活
者
」
、
「
路
上
生
活
者
」
等
の
異
な
る
名
称
及
び
定
義
並
び
に
方
法
に
よ
り
調
査
し
た 

 
 

 

結
果
で
あ
る
が
、
平
成
十
年
八
月
に
お
い
て
合
計
で
約
一
万
五
千
人
と
の
報
告
を
得
た
。 

そ
の
後
、
本
年
二
月
に
、
内
閣
内
政
審
議
室
、
厚
生
省
、
労
働
省
、
建
設
省
、
自
治
省
及
び
警
察
庁
並
び
に
地
方
公
共
団

体
の
職
員
で
構
成
す
る
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
連
絡
会
議
を
設
置
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
に
対
す
る
対
応
策
を
検
討
す
る
過
程
に

お
い
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
（
特
定
の
住
居
を
持
た
ず
に
、
道
路
、
公
園
、
河
川
敷
、
駅
舎
等
で
野
宿
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
国
的
な
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百 

 
 

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
川
崎
市
、
横
浜
市
、
名
古
屋
市
及
び
大
阪
市
を
除
く
。
）
、
同
法
第
二
百
五
十
二 

 
 

条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
及
び
都
道
府
県
庁
の
所
在
の
市
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
各
地
方
公 

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

今
般
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
再
度
、
全
国
的
な
実
態
を
把
握
す
る
た
め

の
調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
連
絡
会
議
に
お
い
て
本
年
五
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
に
対
す
る
当
面
の
対
応
策
に
つ

い
て
」
（
以
下
「
当
面
の
対
応
策
」
と
い
う
。
）
で
は
、
今
後
の
具
体
的
施
策
の
方
向
と
し
て
、
「
総
合
的
な
相
談
・
自
立 

 
 

 
 

支
援
体
制
の
確
立
」
、
「
雇
用
の
安
定
」
、
「
保
健
医
療
の
充
実
」
、
「
要
援
護
者
の
住
ま
い
等
の
確
保
」
及
び
「
安
心
・ 

 
 

 
 

 

安
全
な
地
域
環
境
の
整
備
」
の
五
分
野
に
お
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
適
切
な
役
割
分
担
の
下
で
、
一
体
と
な
っ
て

施
策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

共
団
体
に
同
様
に
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
合
計
で
約
千
人
程
度
と
の
報
告
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

そ
の
際
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
必
要
な
助
成
を
行
う
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
実
情
を
把
握
し
て
、
財

政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
適
切
な
地
方
財
政
措
置
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
二
年
度
予
算
の
編
成
過
程
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二 

 



 

四
に
つ
い
て 

ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
の
解
決
に
向
け
て
は
、
ま
ず
は
、
当
面
の
対
応
策
に
基
づ
く
施
策
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
し
て
い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
た
め
の
各
種
事
業
に
対
し
て
国
庫
補
助
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
特
別
法
の
制
定
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

御
指
摘
の
臨
時
的
施
設
の
整
備
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
が
一
時
的
に
供
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

当
該
施
設
の
構
造
及
び
設
備
が
最
低
基
準
を
満
た
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
保
護
施
設
に
準
じ
た
国
庫
補
助
を

行
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
保
護
施
設
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
事
業
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
実
施
期
間
が
六
月
を
超
え
る
こ
と
等
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

ほ
か
、
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
り
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
最
低
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
八
号
）
に
規
定
す
る
基
準
（
以
下
「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
）
を
満
た
す
必 

 
 

要
が
あ
る
。 

ま
た
、
生
活
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
お
い
て
、
被
保
護
者
を
保
護
施
設
以
外
の
適
当
な
施
設
に
収 

三 

 



 

五
に
つ
い
て 

容
し
、
又
は
収
容
を
委
託
し
て
生
活
扶
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
臨
時
的
施
設
が
保
護
施

設
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
施
設
の
設
備
及
び
運
営
が
最
低
基
準
を
お
お
む
ね
満
た
し
、
収
容
し
て
生
活
扶

助
を
行
う
施
設
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
護
の
実
施
機
関
は
必
要
に
応
じ
、
当
該
施
設
に

被
保
護
者
を
収
容
し
、
又
は
収
容
を
委
託
し
て
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
保
護
の
実
施
に
要

す
る
費
用
及
び
収
容
又
は
収
容
の
委
託
に
要
す
る
費
用
が
国
庫
負
担
の
対
象
と
な
る
。 

当
面
の
対
応
策
に
基
づ
く
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
の
た
め
の
事
業
（
以
下
「
自
立
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す 

 

る
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
ホ
ー
ム
レ
ス
の
概
数
、
施
設
を
立
地
す
る
場
所
の
確
保
状
況
等
を

勘
案
し
つ
つ
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要

な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

自
立
支
援
事
業
を
実
施
す
る
施
設
に
は
、
無
料
で
宿
泊
す
る
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
健
康
診
断
、
生
活
相

談
、
職
業
相
談
等
を
行
う
た
め
の
設
備
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
宿
泊
料
を
受
け
て
人
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
簡
易
宿
所
が
、
自
立
支
援
事 

四 

 



 

六
に
つ
い
て 

業
を
実
施
す
る
施
設
と
し
て
の
要
件
を
同
時
に
備
え
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
簡
易
宿
所
を
経
営

す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
及
び
料
金
に
関
す
る
規
定
が
な
い
た
め
、
生
計
困
難
者
の
た
め
に
、
無
料
又
は
低
額
の
料

金
で
、
宿
泊
所
そ
の
他
の
施
設
を
利
用
さ
せ
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
、
適
当
で
は
な
い
と
考

え
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
は
、
被
保
護
者
が
住
宅
を
賃
借
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
保
護
施
設

の
整
備
状
況
か
ら
保
護
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
簡
易
宿
所
を
住
居
と

し
て
保
護
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

東
京
都
、
川
崎
市
、
横
浜
市
、
神
戸
市
等
に
お
い
て
、
被
保
護
者
が
簡
易
宿
所
に
継
続
的
に
居
住
し
て
い
る
事
例
が
あ
る

と
承
知
し
て
い
る
。 

簡
易
宿
所
は
、
一
時
的
に
宿
泊
さ
せ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
自
立
を
助

長
す
る
と
い
う
生
活
保
護
法
の
目
的
に
か
ん
が
み
、
被
保
護
者
が
継
続
的
に
居
住
す
る
住
居
と
し
て
必
ず
し
も
適
当
で
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。 

五 

 



 

九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

平
成
十
二
年
度
に
お
け
る
更
生
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
度
に
、
各
地
方
公
共
団

体
の
申
請
を
受
け
、
施
設
及
び
設
備
の
整
備
費
に
つ
い
て
国
庫
補
助
又
は
国
庫
負
担
を
行
う
対
象
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。 

ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
連
絡
会
議
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
対
応
策
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
検
討

し
て
ま
い
り
た
い
。 

地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
は
、
早
期
に
恒
久
的
な
施
設
を
確
保
し
て
自
立
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も

想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
年
の
う
ち
の
一
定
期
間
を
限
っ
て
仮
設
の
施
設
に
お
い
て
自
立
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を

緊
急
的
な
事
業
と
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
上
の
相
談
に
つ
い
て
は
、
福
祉
事
務
所
に
お
け
る
相
談
、
保
健
所
及
び
福
祉
事
務
所
が
連
携
し
て
行 

六 

 



 

十
二
に
つ
い
て 

十
一
に
つ
い
て 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
就
労

期
間
が
短
く
、
就
労
状
態
が
安
定
的
で
な
い
と
い
っ
た
特
性
を
考
慮
し
、
同
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定

に
お
い
て
、
保
険
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
の
前
二
月
間
に
通
算
し
て
二
十
六
日
以
上
又
は
当
該
日
の
属
す
る
月
の
前

六
月
間
に
通
算
し
て
七
十
八
日
以
上
の
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
保
険
給
付
を
受
け
る
た
め
の
受
給
要
件
と
し
て

い
る
。
こ
の
受
給
要
件
は
、
平
均
し
て
一
月
当
た
り
十
三
日
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
で
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
就
労
実
態
に
か
ん
が
み
れ
ば
決
し
て
厳
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
一
般
被
保
険
者

に
係
る
給
付
及
び
負
担
と
の
均
衡
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
緩
和
を
図
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。 

う
街
頭
相
談
等
に
よ
り
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

今
後
と
も
、
こ
れ
ら
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
総
合
的
な
相
談
体
制
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い

り
た
い
。 

七 

 



 

 

八 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
雇
労
働
被
保
険
者
に
係
る
求
職

者
給
付
の
受
給
要
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
の
同
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
既
に
緩
和
さ
れ
、
そ
の
失
業
の
日
の
属
す
る
月

の
前
二
月
間
に
お
い
て
、
保
険
料
が
通
算
し
て
二
十
六
日
分
以
上
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
満
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
、
ま
た
、
一
般
被
保
険
者
に
係
る
求
職
者
給
付
の
受
給
要
件
と
の
均
衡
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
更
に
緩

和
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


